
議

案

第

二

十

号

杉

並

区

立

自

転

車

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

九

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

立

自

転

車

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

立

自

転

車

駐

車

場

条

例

（

平

成

五

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

三

号

中

「

内

に

お

け

る

一

日

を

限

度

と

す

る

」

を

「

内

の

」

に

改

め

、

同

条

中

第

四

号

を

第

五

号

と

し

、

第

三

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

四

一

回

使

用

二

十

四

時

間

を

限

度

と

す

る

一

回

の

駐

車

場

の

使

用

を

い

う

。

第

三

条

第

一

項

中

「

一

日

使

用

」

を

「

一

日

使

用

し

、

又

は

一

回

使

用

」

に

改

め

る

。

第

四

条

第

二

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

た

だ

し

、

一

回

使

用

の

使

用

料

は

、

出

場

の

際

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

杉

並

区

立

高

井

戸

東

自

転

車

駐

車

場

杉

並

区

高

井

戸

東

二

丁

目

三

〇

番

二

五

号

杉

並

区

立

高

井

戸

北

自

転

車

駐

車

場

杉

並

区

高

井

戸

西

二

丁

目

二

番

一

号

別

表

第

二

中

「

一

日

使

用

」

の

下

に

「

及

び

一

回

使

用

」

を

加

え

、

同

表

付

記

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。



付

記１

六

十

五

歳

以

上

の

者

及

び

規

則

で

定

め

る

学

生

が

定

期

使

用

す

る

場

合

の

使

用

料

は

、

自

転

車

に

あ

っ

て

は

規

定

使

用

料

か

ら

一

月

当

た

り

二

百

円

を

減

じ

た

額

と

し

、

原

動

機

付

自

転

車

に

あ

っ

て

は

規

定

使

用

料

か

ら

一

月

当

た

り

四

百

円

を

減

じ

た

額

と

す

る

。

２

一

回

使

用

の

う

ち

規

則

で

定

め

る

時

間

内

の

使

用

に

係

る

使

用

料

は

、

無

料

と

す

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

九

年

三

月

二

十

六

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

の

改

正

規

定

中

杉

並

区

立

高

井

戸

東

自

転

車

駐

車

場

に

係

る

部

分

は

同

年

四

月

一

日

か

ら

、

同

表

の

改

正

規

定

中

杉

並

区

立

高

井

戸

北

自

転

車

駐

車

場

に

係

る

部

分

は

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

、

次

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

立

自

転

車

駐

車

場

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

別

表

第

一

に

規

定

す

る

杉

並

区

立

高

井

戸

東

自

転

車

駐

車

場

の

定

期

使

用

の

承

認

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

平

成

十

九

年

四

月

一

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

３

新

条

例

別

表

第

一

に

規

定

す

る

杉

並

区

立

高

井

戸

北

自

転

車

駐

車

場

の

定

期

使

用

の

承

認

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

規

則

で

定

め

る

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

（

提

案

理

由

）

自

転

車

駐

車

場

に

機

械

管

理

を

導

入

す

る

こ

と

に

伴

い

、

一

回

使

用

の

使

用

料

を

定

め

る

等

の

必

要

が

あ

る

。



- 1 -

杉

並

区

立

自

転

車

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

新

条

例

旧

条

例

（

定

義

）

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

及

び

二

略

一

及

び

二

略

三

一

日

使

用

規

則

で

定

め

る

使

用

時

間

（

以

三

一

日

使

用

規

則

で

定

め

る

使

用

時

間

（

以

下

「

使

用

時

間

」

と

い

う

。

）

内

の

下

「

使

用

時

間

」

と

い

う

。

）

内

に

お

け

る

一

駐

車

場

の

使

用

を

い

う

。

日

を

限

度

と

す

る

駐

車

場

の

使

用

を

い

う

。

四

一

回

使

用

二

十

四

時

間

を

限

度

と

す

る

一

回

の

駐

車

場

の

使

用

を

い

う

。

五

略

四

略

（

使

用

の

手

続

等

）

（

使

用

の

手

続

等

）

第

三

条

一

日

使

用

し

、

又

は

一

回

使

用

し

よ

う

と

第

三

条

一

日

使

用

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

使

用

す

る

際

に

区

長

に

申

請

し

、

そ

す

る

者

は

、

使

用

す

る

際

に

区

長

に

申

請

し

、

そ

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

資 料 １
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２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

（

使

用

料

等

）

（

使

用

料

等

）

第

四

条

略

第

四

条

略

２

使

用

料

は

、

使

用

の

承

認

を

受

け

た

際

に

納

付

２

使

用

料

は

、

使

用

の

承

認

を

受

け

た

際

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

一

回

使

用

の

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

使

用

料

は

、

出

場

の

際

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。


	議案第20号　杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例



